
甲府市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続き等に関する要綱 

平成２９年４月１日  

福第７号  

（趣旨）  

第１  この要綱は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第３２条、知的障害者福祉法

（昭和３５年法律第３７号）第２８条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和２５年法律第１２３号）第５１条の１１の２に規定する審判の請求（以下、「審判の請

求」という。）について、甲府市長（以下、「市長」という。）が審判の請求を行う場合

の手続き等を定めるとともに、審判の請求に伴う費用の負担に関し、必要な事項を定める

ものとする。  

 

（審判の請求の対象者）  

第２  市長による審判の請求の対象となる者は、甲府市に居住する認知症高齢者、知的障害

者又は精神障害者であって、次の各号のいずれにも該当するもの（以下、「対象者」とい

う。）とする。  

（１）事理を弁識する能力が不十分なために、日常生活を営むのに支障がある者又は家  

族等から虐待を受けている者  

（２）審判の請求を自ら行うことが困難である者  

（３）配偶者及び２親等以内の親族（以下、「親族等」という。）による保護又は審判の  

請求が期待できない者（ただし、２親等以内の親族がいない場合において、３親等

又は４親等の親族であって審判の請求をする者の存在が明らかであるときはこの限

りではない。）  

（４）福祉サービス等を利用する必要がある者で、福祉サービス等を利用することによ  

り福祉の増進が期待できる者  

２  市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認められる者については、市長に

よる審判の請求の対象とすることができる。  

 

（審判の請求の種類）  

第３  審判の請求に係る種類は、次に掲げるものとする。  

（１）後見開始の審判（民法（明治２９年法律第８９号）第７条関係）  

（２）保佐開始の審判（民法第１１条関係）  

（３）保佐人の同意を要する審判（民法第１３条第２項関係）  

（４）補助開始の審判（民法第１５条第１項関係）  

（５）補助人の同意を要する旨の審判（民法第１７条第１項関係）  

（６）保佐人に代理権を付与する旨の審判（民法第８７６条の４第１項関係）  

（７）補助人に代理権を付与する旨の審判（民法第８７６条の９第１項関係）  

 

（審判の請求の依頼）  

第４  次に掲げる者は、対象者が後見等を必要とすると判断したときは、成年後見開始等審

判の請求依頼書（第１号様式）により、市長に対して後見開始等の審判の請求を依頼する

のものとする。  

（１）民生委員又は児童委員  

（２）対象者の日常生活の援助者（親族等を除く。）  

（３）老人福祉法第５条の３に規定する老人福祉施設の職員  



（４）介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２５項に規定する介護保険施設の

職員  

（５）介護保険法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターの職員  

（６）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号。以下、「障害者総合支援法」という。）第５条第１１項に規定する障害

者支援施設の職員  

（７）障害者総合支援法第７７条の２第１項に規定する基幹相談支援センターの職員  

（８）医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５に規定する病院又は診療所の職員  

（９）地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）第５条第１項に規定する保健所の職員  

（１０）社会福祉法人甲府市社会福祉協議会の職員  

（１１）その他福祉に関係する施設の職員等で市長が適当と認める者  

 

（調査の実施）  

第５  市長は、第４に規定する者（以下、「依頼者」という。）から市長による後見開始等

の審判の請求の依頼があったときは、対象者と面談等を行い、次に掲げる事項を調査する

ものとする。  

（１）判断能力の程度  

（２）生活状況、健康状況及び精神状態  

（３）親族等の有無及び親族等による保護の可能性  

（４）親族等が審判の請求を行う可能性  

（５）市長が親族等に代わって審判の請求をするべき事由の有無  

（６）福祉サービス利用の必要性及び利用した場合における保護の効果  

 

（審判の請求の決定）  

第６  市長は、第５に規定する調査の結果、次のいずれかに該当する場合は、後見開始等の

審判の請求を行うものとする。  

（１）対象者に第２第１項第３号に掲げる親族等がいないとき。  

（２）対象者の２親等内の親族又はその代表者が、文書により審判の請求をしない旨を市  

長に申し入れた場合で、対象者の状況を考慮し、市長が審判の請求をする必要があ

ると判断したとき。ただし、明らかに文書による申し入れが困難な事由があると認

められる場合は、この限りでない。  

（３）対象者に親族等がいる場合で、対象者において当該親族等からの虐待の事実が確認   

され、市長が審判の請求をする必要があると判断したとき。  

２  市長は、対象者において緊急やむを得ない事情が生じ、必要があると判断したときは

調査を省略し、審判の請求を行うことができるものとする。  

３  市長は、前２項に基づき市長による審判の請求の可否の決定を行うとともに、成年後

見開始等審判の請求決定（却下）通知書（第２号様式）により依頼者に通知するものと

する。  

４  市長は、審判の請求を行う必要があると判断した場合において、対象者に親族等がい

るときは、親族等に審判の請求の必要性を説明し、親族等による請求を促すものとす

る。  

 

（審判の請求の手続）  

第７  審判の請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判

所の定めるところによるものとする。  



（費用負担）  

第８  市長が行う審判請求において、市は、家事事件手続法（平成２３年法律第５２号）第

２８条第１項の規定に基づき、審判の請求に要する費用を支弁するものとする。  

２  市長は、市が支弁した前項の費用について、対象者が負担すべきと判断したときは、家

事事件手続法第２８条第２項により、対象者の負担とする旨の申立を家庭裁判所に対して

行うものとする。  

３  市長は、対象者が甲府市成年後見制度利用支援事業実施要綱（平成１４年１０月福第６

号）第３に定める審判の請求に係る費用の助成対象であるときは、第１項の費用を市の負

担とすることができる。  

（財産の保全処分）  

第９  市長は、審判の請求を行う場合において、対象者の財産の保全のため特に必要がある

と認めるときは、市長による審判の請求と同時に家事事件手続法第１０６条の規定に基づ

く審判前の保全処分の申立てを行うことができるものとする。  

２  前項の申立てを行う場合において、虐待等緊急やむを得ない事情により、対象者の財産

の保全等が急務であると判断した場合は、第５の規定による親族等の調査を省略すること

ができるものとする。  

 

（その他）  

第１０  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

 

附  則  

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  


